
兵庫県警察公文書管理規程等の解釈及び運用要領（例規甲） 

平成 13 年６月 22 日 

兵警総例規甲第 14 号本部長 

兵庫県警察文書管理規程等の解釈及び運用要領を下記のように定め、平成 13 年７月１日から

実施する。 

なお、兵庫県警察文書規程の制定について（昭和 60 年兵警総例規第 28 号）は、廃止する。 

記 

第１ 趣旨等 

１ この要領は、兵庫県警察公文書管理規程（令和３年兵庫県警察本部告示第 17 号。以下

「公文書管理告示」という。）及び兵庫県警察における公文書の管理に関する訓令（平成

13 年兵庫県警察本部訓令第 14 号。以下「公文書管理訓令」という。）の解釈及び運用に

ついて必要な事項を定めるものとする。 

２ 公文書管理告示及び公文書管理訓令に定めるところによる定義規定及び略称規定は、こ

の要領において適用する。 

第２ 文書の種類及び形式 

１ 種類（公文書管理訓令第３条関係） 

(1) 訓令、例規通達甲及び一般通達甲は、いずれも本部長が発する職務運営の指揮命令

で、訓令が職務運営の基本的かつ一般的事項について警察職員に指揮命令するのに対

し、例規通達甲及び一般通達甲は職務運営に関する細目的かつ具体的事項又は訓令の解

釈及び運用の方針等を示達するものであり、この限りにおいて、例規通達甲及び一般通

達甲は、訓令の拘束を受ける。 

(2) 例規通達乙は、訓令又は例規通達甲の規定に基づき、当該訓令の施行又は例規通達甲

の実施に必要な細則、様式等を定めるにとどまり、あらかじめ当該訓令又は例規通達甲

により示達されていない事項については規定することができないものとする。 

(3) 一般通達甲、一般通達乙及び訓示乙（以下この(3)において「一般通達甲等」とい

う。）の有効期間は、おおむね２年を超えないものとし、その起算日は当該一般通達甲

等を示達した日（当該一般通達甲等中において、施行年月日、運用開始年月日等を特に

起算日として指定するときは当該日）とする。 

(4) 一般文書とは、おおむね次に掲げるものをいう。 

ア 報告文書 

報告、申請、上申、申報、復命、伺い等警察職員が職務上必要な事項について、上

司、上級者その他職務上の権限のある者又は警察庁、管区警察局等上級機関に対して

発する文書をいう。 

イ 連絡文書 

通知、通報、連絡、照会、回答、依頼、手配、送付、移ちょう、協議等警察職員が

職務上必要な事項について、部内又は部外の組織若しくは個人に対して発する文書を

いう。 

ウ 資料 



会議資料、執務資料、教養資料、手引書、統計書等警察職員が事務を処理する上

で、参考にするために作成する文書をいう。 

エ その他の文書 

前記アからウに掲げる文書以外の文書をいう。 

２ 形式 

文書の形式は、原則として兵庫県警察書式例（別記）に定めるところによる。 

第３ 文書の管理体制 

１ 副文書管理者及び文書主任（公文書管理告示第６条及び第７条関係） 

(1) 公文書管理告示第６条第２項に規定する副校長は、兵庫県警察組織規程（昭和 58 年

兵庫県警察本部訓令第２号）第 29 条第１項に規定する管理官の職を兼務する者とす

る。 

(2) 副署長又は次長が課（警部派出所を含む。）の長を兼務している警察署の長は、必要

があると認めるときは、公文書管理告示第７条第２項の規定にかかわらず、当該課の上

席係長又は係長（以下「上席係長等」という。）を文書主任に指定することができる。 

(3) 本部の所属の係のうち、所属長補佐等の配置のない係については、当該係の上席係長

等をもって文書主任に充てる。この場合において、複数の上席係長等の配置のある係に

ついては、所属長が指定する者をもって充てる。 

２ 事務の任免 

所属長は、前記１の(2)又は(3)の規定により文書主任を指定したときは、人事管理業務

（兵庫県警察情報管理システムの対象業務の一つであって、警察職員の人事管理を行うも

のをいう。）により、その状況を明らかにしておかなければならない。 

第４ 文書の受領、配布及び収受 

１ 受領（公文書管理訓令第５条関係） 

(1) 直接到達文書の受領 

特使、ファクシミリ、電子メール等の方法により、警察職員に直接到達した文書につ

いては、当該警察職員が、これを受領するものとする。 

(2) 重要文書の受領 

ア 到達した文書が、書留、簡易書留、配達証明、内容証明その他特に他の文書と区別

して取り扱う必要があると認められる文書（以下「重要文書」という。）であるとき

は、総務部長が定める様式の重要文書受領簿に登載して、当該文書の受領及び交付の

状況を明らかにしておかなければならない。 

イ 警察署等に、公安委員会、本部長、市警察部長及び本部庁舎で勤務する所属長級の

職にある者宛ての重要文書（親展文書を含む。）が到達したときは、重要文書受領簿

に登載の上、直ちに総務課長に回付しなければならない。 

(3) 郵便料金未納文書の受領 

郵便料金の未納又は不足の郵便物については、発信者が官公署であるもの又は公務に

関するものと認められるものに限り、その料金を支払い、これを受領することができ

る。 

２ 配布（公文書管理訓令第６条関係） 



公文書管理訓令第６条の規定により文書を配布するときは、次に掲げる要領によるもの

とする。 

(1) 宛先の明らかな文書は、封のまま、当該宛先に配布すること。 

(2) 主管所属等（当該文書を主管する所属（警察署等にあっては、課、係等）をいう。以

下同じ。）の明記されていない文書は、これを開封し、主管所属等を確認の上、配布す

ること。ただし、宛先が公安委員会又は公安委員長若しくは公安委員であるときは、封

のまま総務部総務課公安委員会補佐室に配布すること。 

(3) ２以上の所属（警察署等にあっては課、係等）に関係のある文書は、最も関係の深い

所属（警察署等にあっては課、係等）に配布すること。 

(4) 配布先の明らかでない文書は、その主管所属等を的確に判断し、配布すること。 

３ 収受（公文書管理告示第 12 条及び公文書管理訓令第７条関係） 

(1) 文書の収受状況を明らかにしておくための簿冊 

ア 所属長は、総務部長が定める様式の文書収受簿を、原則として、本部の所属におい

ては庶務係に、警察署においては課ごとに、それぞれ備え付け、文書の収受状況を明

らかにしておかなければならない。 

イ 総括文書管理者は、特別の理由がある場合は、前記アの規定にかかわらず、係に文

書収受簿を備え付けることができる。この場合において、当該所属の文書管理者は、

(2)のアに規定する収受番号が重複しないよう所要の措置を講ずるものとする。 

(2) 収受の要領 

文書を収受するときは、次に掲げる要領によるものとする。 

ア 文書収受簿に登載するとともに、電磁的記録以外の文書にあっては、当該文書の右

下部の余白に総務部長が定める様式の受付印を押し、収受番号及び収受した年月日を

記載すること。ただし、文書の内容が軽易であり、かつ、移送、照会、回答等を要し

ないものについては、文書収受簿への登載を省略することができる。 

イ 親展文書については、名宛人が開封した後、前記アに規定する要領により処理する

こと。 

ウ 重要文書を収受したときは、文書収受簿の「備考」欄にその旨を記載するととも

に、必要に応じて当該文書の欄外にその旨を記載すること。 

エ 電磁的記録を紙に出力し、保存する場合は、前記アに規定する要領により処理する

こと。 

オ 収受した文書（以下「収受文書」という。）を他の所属に移送する必要があるとき

は、電磁的記録以外の文書に限り当該収受文書の欄外に意見を付すものとし、所属長

の決裁を受けた後、速やかに送付すること。この場合において、当該収受文書に係る

文書収受簿の「備考」欄に、移送状況を簡記しておくこと。 

カ 公文書管理訓令第６条の規定により配布を受けた文書がその主管に属さないと認め

られるときは、電磁的記録以外の文書に限り当該文書の欄外にその旨を付すものと

し、本部庁舎の所属にあっては総務課長に、警察署等にあっては副文書管理者に、直

ちに回付すること。 



キ 特使、ファクシミリ、電子メール等の方法により直接受領した文書がその主管に属

さないと認められるときは、直ちに当該文書の発信者に連絡し、返却、廃棄等所要の

措置を講ずること。 

(3) 収受文書の処理要領 

収受文書を処理するときは、次に掲げる要領によるものとする。 

ア 文書主任は、当該収受文書が所属長の閲覧又は指示を要するものであると認められ

るときは、速やかに所属長の閲覧又は指示を受けること。 

イ 所属職員に周知徹底させる必要がある収受文書は、訓示甲又は訓示乙の制定、訓

授、回覧その他の措置を講ずること。 

ウ 他の所属に関係する収受文書は、当該所属に速やかに回覧すること。 

第５ 文書の起案、決裁等 

１ 起案（公文書管理訓令第８条関係） 

(1) 文書を起案するときは、次に掲げる要領によるものとする。 

ア 文書を起案するときは、総務部長が定める様式の起案用紙を用いること。ただし、

所属又は課、係等の行事、小規模の取締計画等起案内容が比較的軽易なものについて

は、総務部長が定める様式の計画用紙を用いることができる。 

イ 原則として、１事案ごとに作成すること。 

ウ ２以上の所属に関係のある事項については、最も関係の深い所属において起案する

こと。 

エ 件名は、文書の内容を簡潔に表現するものとし、報告、通知その他当該文書の性格

を表す名称を件名のあとに括弧書すること。 

オ 起案用紙の合議欄の記載は、関係の深い順とすること。 

(2) 電磁的記録による起案を除き、処理内容が軽易なもので、かつ、関係書類の余白等に

処理案を記載して起案文書に代えることができると認められるときは、前記(1)の規定

にかかわらず、起案用紙又は計画用紙によることを要しない。 

(3) 文書を起案したときは、当該文書に起案年月日を記載しておかなければならない。 

(4) 文書を起案した後、決裁に至らず廃案になったときは、廃案となるまでの関係者に対

し、その旨を報告し、又は通知しなければならない。 

(5) 前記(1)（ア及びオを除く。）から(4)までの規定は、起案によらない文書の作成につ

いて準用する。 

２ 決裁（公文書管理訓令第９条関係） 

(1) 文書の決裁を受けるときは、当該文書に関係書類を添えて、提出するものとする。 

(2) 文書の決裁を終えたときは、当該文書に決裁年月日を記載しておかなければならな

い。 

３ 合議（公文書管理訓令第 10 条関係） 

(1) 合議は、同じ部にあっては主管の所属長を、他の部にわたる場合にあっては主管の部

長等を経た後に行わなければならない。 

(2) 緊急その他合議先が遠隔地である等やむを得ない理由があるときは、口頭、電話又は

ファクシミリ等により関係所属長等の同意を得て処理した後、速やかに回覧しなければ

ならない。 



(3) 公文書管理訓令第 10 条第１項ただし書により、会議において、起案文書の内容が承

認されたときは、当該会議の庶務を担当する所属において起案文書の合議欄に、会議の

日時、名称及び承認された旨を明らかにしておかなければならない。 

４ 審査（公文書管理訓令第 11 条関係） 

(1) 例規通達乙は、部長等が示達するものであるが、本部長が示達する他の規程との整合

性、様式等の統一性を確保するため、警務課長の審査の対象とする。 

(2) 警務課長は、審査した起案文書に審査済みであることを明らかにしておくものとす

る。 

(3) 公文書管理訓令第 11 条第１項第５号に規定する「協定等」とは、隣接する府県の警

察との職権行使に関する協定、他の行政機関、公益法人等との覚書等をいう。 

第６ 文書の施行 

１ 施行（公文書管理訓令第 12 条関係） 

決裁文書を施行したときは、施行年月日その他必要な事項を、当該決裁文書に記載して

おかなければならない。 

２ 文書番号等（公文書管理訓令第 13 条関係） 

(1) 文書番号は、文書の種類ごとに、それぞれ次に掲げる者が交付するものとする。 

ア 告示（本部長名で公示するものに限る。）、訓令、例規通達甲及び一般通達甲 警

務課長 

イ 例規通達乙及び一般通達乙 主管の部の庶務担当課の長（サイバーセキュリティ・

捜査高度化センター長が施行する文書にあってはサイバーセキュリティ・捜査高度化

センターの庶務担当課の長） 

ウ 前記ア及びイに掲げる文書以外のもの（公告を除く。） 当該文書を施行する所属

長 

(2) 「別に定める記号」とは、文書の種類に応じて、それぞれ次に掲げるとおりとする。 

ア 本部長名で公示する告示及び訓令 

本部名及び「告示」又は「訓令」の文字 

イ 交通部高速道路交通警察隊長名又は警察署長名で公示する告示 

当該所属名及び「告示」の文字 

ウ 例規通達甲及び例規通達乙 

所属記号等一覧表（別表）１に定める本部の所属の記号（以下「本部所属記号」とい

う。）及び「例規甲」又は「例規乙」の文字 

エ 一般通達甲及び一般通達乙 

本部所属記号及び「一般甲」又は「一般乙」の文字 

オ 訓示甲及び訓示乙 

(ア) 本部の所属 

本部所属記号及び「訓甲」又は「訓乙」の文字 

(イ) 警察署 

所属記号等一覧表２に定める警察署の記号（以下「警察署記号」という。）

及び「訓甲」又は「訓乙」の文字 

カ 一般文書 



(ア) 本部の所属 

本部所属記号及び「発」の文字 

(イ) 警察署 

警察署記号、所属記号等一覧表３に定める警察署の課等の記号及び「発」の

文字 

(3) 文書番号を管理するための簿冊 

ア 前記(1)に掲げる者は、それぞれ総務部長が定める様式の簿冊を、事務を主管する

係に備え付け、文書番号を適正に管理しなければならない。 

イ 前記アに定める簿冊は、文書の種類に応じて、それぞれ次に掲げるとおりとする。 

(ア) 告示 告示番号簿 

(イ) 訓令 訓令番号簿 

(ウ) 例規通達甲及び例規通達乙 例規通達番号簿 

(エ) 一般通達甲及び一般通達乙 一般通達番号簿 

(オ) 訓示甲及び訓示乙 訓示番号簿 

(カ) 一般文書 文書発送番号簿 

ウ 文書発送番号簿の取扱い 

(ア) 文書発送番号簿については、前記アの規定にかかわらず、原則として、本部の所

属においては庶務係に、警察署においては課ごとに、それぞれ備え付けるものとす

る。 

(イ) 総括文書管理者は、特別の理由がある場合は、前記(ア)の規定にかかわらず、係

に文書発送番号簿を備え付けることができる。この場合において、当該所属の文書

管理者は、発送番号が重複しないよう所要の措置を講ずるものとする。 

(ウ) 一般文書のうち、軽易な内容のものについては文書発送番号簿への登載を省略す

ることができる。この場合において、当該文書の発送年月日の上部に前記２の(2)

のカに定める記号及び「号外」の文字を付すものとする。 

３ 印刷（公文書管理訓令第 14 条関係） 

(1) 本部の所属の長は、総務課長に文書の印刷を委託するときは、原稿に総務部長が定め

る様式の印刷委託処理票を添付し、印刷に使用する用紙について総務部会計課長の承認

を得た後、原則として当該印刷文書を必要とする期日の 10 日前までに総務課長に提出

するものとする。 

(2) 印刷を委託した所属の長は、必要があると認めるときは、当該所属の警察職員を印刷

作業に立ち会わせるとともに、作業終了と同時に、印刷過程で生じた原紙又は原版、ほ

ご等の引渡し等を受けることができる。 

４ 公印の押印等（公文書管理訓令第 16 条関係） 

(1) 公印を押すときは、朱肉を用い、印影が発信者名の最後の文字の右半分にかかり、か

つ、印影の右余白に一文字分空くようにする。 

(2) 契印を押すときは、朱肉を用い、発送する文書と決裁文書又は控えの文書の初葉上部

欄外のおおむね中央に契印の中央から下部が発送する文書にかかるようにする。 

５ 文書の発送（公文書管理訓令第 17 条関係） 

(1) 逓送事務の処理要領 



逓送事務（総務課長が委託を受けて行う車両逓送及び郵送に係る事務をいう。）の処

理に関し必要な事項は、総務部長が定める。 

(2) 重要文書に係る証拠書類の保存 

重要文書の発送（電磁的記録による発送を除く。以下この５において同じ。）をした

ときは、郵便局等から交付される受領書その他の証拠書類を当該重要文書が宛先に到達

したことが明らかになるまでの間保存しておくものとする。 

(3) 特使の指名等 

公文書管理訓令第 17 条第３項の規定により特使その他の方法により文書の発送をす

るときは、当該文書を主管する係の警察職員を特使に指名し、また、当該文書の受渡し

が確実に行われるよう所要の措置を講じなければならない。 

(4) 送付用付せんの使用 

部内に対して、前記第２の２に定める文書の形式によらない文書の発送をするとき

は、原則として総務部長が定める様式の送付用付せんを用いるものとする。 

第７ 公文書ファイル等の保存 

１ 公文書ファイル等の分類基準（公文書管理告示第 14 条関係） 

公文書ファイル等の分類基準に関して必要な事項は、総務部長が定める。 

２ 公文書ファイル等の保存期間（公文書管理告示第 15 条関係） 

(1) 決裁文書の施行に係る文書の保存期間については、その内容に応じて、当該決裁文書

の保存期間と同一又はそれを超えない期間を指定するものとする。 

(2) 文書を収受した場合において、当該文書中において保存期限、廃棄日等その取扱いが

あらかじめ指定されているときは、指定された取扱いをするものとする。 

(3) 前記第４の１の(2)のア、第４の３の(1)のア及び第６の２の(3)のイに定める簿冊の

保存期間は、それぞれ次に掲げるとおりとする。 

ア 重要文書受領簿 ３年 

イ 文書収受簿 ３年 

ウ 告示番号簿 30 年 

エ 訓令番号簿 30 年 

オ 例規通達番号簿 10 年 

カ 一般通達番号簿 ３年 

キ 訓示番号簿 訓示甲に係るものは 10 年、訓示乙に係るものは３年 

ク 文書発送番号簿 ３年 

第８ 公文書ファイル管理簿の調製等 

１ 公文書ファイル管理簿の調製及び公表（公文書管理告示第 17 条関係） 

(1) 総務部長が定める様式の公文書ファイル管理簿の調製に関して必要な事項は、総務部

長が定める。 

(2) 調製した公文書ファイル管理簿は、総務部県民広報課に備え付けるものとする。 

２ 公文書ファイル管理簿の記載（公文書管理告示第 18 条関係） 

公文書ファイル管理簿の記載に関して必要な事項は、総務部長が定める。 

第９ 移管、廃棄又は保存期間の延長 

１ 移管（公文書管理告示第 20 条関係） 



(1) 所属長は、公文書管理告示第 20 条第１項に規定する公文書ファイル等の知事への移

管（以下単に「移管」という。）をするときは、総務部長が定める様式の移管・廃棄簿

に必要事項を記載した上、当該公文書ファイル等に総務部長が定める様式の移管引継書

を付して総務部長に送付（総務部総務課経由。以下同じ。）をするものとする。 

(2) 総務部長は、前記(1)の送付を受けたときは、当該公文書ファイル等を取りまとめ、

移管をするものとする。 

(3) 所属長は、前記(1)の場合において、当該公文書ファイル等に情報公開条例第６条に

規定する非公開情報が記録されているときは、総務部長が定める様式の意見書を総務部

長に送付をするものとする。 

２ 廃棄（公文書管理告示第 20 条関係） 

所属長は、公文書管理告示第 20 条第１項に規定する公文書ファイル等の廃棄をすると

きは、裁断、焼却、溶解、消去その他の復元できない方法により行わなければならない。 

３ 保存期間の延長（公文書管理告示第 21 条関係） 

所属長は、公文書管理告示第 21 条の規定により公文書ファイル等の保存期間及び保存

期間の満了する日を延長したときは、速やかに関係所属長等に通知しなければならない。 

第 10 雑則 

１ 出資法人の指定の告示（公文書管理告示第 27 条関係） 

公文書管理条例第 16 条に規定する法人は、次に掲げるいずれかに該当する法人とす

る。 

(1) 基本財産又は資本金の額に占める県からの出資又は出えんを受けた割合が２分の１以

上の法人 

(2) 県からの出資又は出えんを受けている法人（(1)に掲げる法人を除く。）のうち、法

人の支出に占める県からの継続的な財政支出の割合が２分の１以上のもの 

２ 補足 

この要領に定めるもののほか、公文書ファイル等の保存及び管理に関して必要な事項は

総務部長が定める。 

別表（第６の２の(2)関係） 

所属記号等一覧表 

１ 本部の所属 

所属名 記号 所属名 記号 所属名 記号 

総務課 兵警総 暴力団対策課 兵警暴 運転免許課 兵警運 

県民広報課 兵警広 薬物銃器対策課 兵警薬銃 運転免許試験場 兵警試 

会計課 兵警会 国際捜査課 兵警国 交通機動隊 兵警交機 

施設課 兵警施 
特殊詐欺特別捜 

査隊 
兵警特詐 

高速道路交通警 

察隊 
兵警交 

装備課 兵警装 生活安全企画課 
兵警生安

企 
公安第一課 兵警公一 

情報管理課 兵警情 人身安全対策課 兵警人 公安第二課 兵警公二 

留置管理課 兵警留 生活経済課 兵警生経 公安第三課 兵警公三 



警務課 兵警務 保安課 兵警保 警備課 兵警備 

教養課 兵警教 少年課 兵警少 災害対策課 兵警災 

厚生課 兵警厚 
生活安全特別捜査

隊 
兵警生特 外事課 兵警外 

監察官室 兵警監 地域企画課 兵警地企 機動隊 兵警機 

刑事企画課 兵警刑企 通信指令課 兵警通 市警察部庶務課 兵神警庶 

捜査第一課 兵警捜一 
第一機動パトロー

ル隊 

兵警一機

パ 
第一方面本部 兵警一本 

捜査第二課 兵警捜二 
第二機動パトロー

ル隊 

兵警二機

パ 
第二方面本部 兵警二本 

捜査第三課 兵警捜三 鉄道警察隊 兵警鉄 第三方面本部 兵警三本 

鑑識課 兵警鑑 交通企画課 兵警交企 

  

サイバーセキュリ

ティ・捜査高度化

センター 

サイバー企画課 

  

兵警サ企 

科学捜査研究所 兵警科 交通規制課 兵警交規 
    

    

機動捜査隊 兵警機捜 交通指導課 兵警交指 

サイバーセキュリ

ティ・捜査高度化

センター 

サイバー捜査課 

  

兵警サ捜 

  

組織犯罪対策課 兵警組 交通捜査課 兵警交捜 警察学校 兵警校 

２ 警察署 

警察署名 記号 警察署名 記号 警察署名 記号 

東灘 東灘 尼崎北 尼北 網干 網 

灘 灘 伊丹 伊 福崎 福 

葺合 葺 川西 川 たつの たつ 

生田 生 宝塚 宝 相生 相 

兵庫 兵 三田 三 赤穂 赤 

長田 長 篠山 篠 宍粟 宍 

須磨 須 丹波 丹 南但馬 南但 

垂水 垂 明石 明 豊岡 豊 

神戸水上 水 三木 木 美方 美 

神戸西 神西 小野 小 洲本 洲 

神戸北 神北 加東 加東 淡路 淡 

有馬 有 加西 加西 南あわじ 南 

芦屋 芦 西脇 脇 
    

西宮 西 加古川 加 



甲子園 甲 高砂 高 

尼崎南 尼南 姫路 姫 

尼崎東 尼東 飾磨 飾 

３ 警察署の課等 

課名 記号 課名 記号 課名 記号 

警務課 務 刑事生活安全課 刑生 交通第一課 交一 

留置管理課 留 生活安全課 生安 交通第二課 交二 

会計課 会 生活安全第一課 生安一 警備課 備 

刑事課 刑 生活安全第二課 生安二 外事課 外 

刑事第一課 刑一 

地域課 地域企画課 

地域第一課から地域

第四課まで 

地 空港警備派出所 空派 

刑事第二課 刑二 地域交通課 地交 
    

組織犯罪対策課 組 交通課 交 

注 係名を入れる必要がある場合における当該課の記号は、その頭文字１字を課の記号の次

に付すこと。 

別記（第２の２関係）  

兵庫県警察書式例 

第１ 公示文書  

１ 告示 

(1) 新規制定の場合 

ア 条文構成をとる告示の場合 

 

注 １ 題名は、原則として、末尾に規程という字句を用いること。 

２ □□は、元号を記載すること。 



３ 文書番号は、総括文書管理者が認める特別な理由がある場合に限り、「告示」の次

に必要な文字を付すことができる。 

イ 条文構成をとらない告示の場合 

 

 

注 １ □□は、元号を記載すること。 

２ 文書番号は、総括文書管理者が認める特別な理由がある場合に限り、「告示」の次に必要

な文字を付すことができる。 

(2) 一部改正の場合 

ア 条文構成をとる告示の場合 

 

注 １ 条文等の具体的な改正の要領については、法律又は条例における改正の例による。 

２ □□は、元号を記載すること。 

３ 文書番号は、総括文書管理者が認める特別な理由がある場合に限り、「告示」の次

に必要な文字を付すことができる。 

イ 条文構成をとらない告示の場合 

 

注 １ （○○○○）は、告示の件名を記載すること。 

２ □□は、元号を記載すること。 



３ 文書番号は、総括文書管理者が認める特別な理由がある場合に限り、「告示」の次

に必要な文字を付すことができる。 

(3) 廃止の場合 

ア 条文構成をとる告示の場合 

 

注 １ □□は、元号を記載すること。 

２ 文書番号は、総括文書管理者が認める特別な理由がある場合に限り、「告示」の次

に必要な文字を付すことができる。 

イ 条文構成をとらない告示の場合 

 

注 １ （○○○○）は、告示の件名を記載すること。 

２ □□は、元号を記載すること。 

３ 文書番号は、総括文書管理者が認める特別な理由がある場合に限り、「告示」の次

に必要な文字を付すことができる。 

２ 公告 

 

 

注 □□は、元号を記載すること。 

第２ 令達文書  

１ 訓令 

(1) 新規制定の場合 



 



 

注 １ 「保存期限」欄は、兵庫県警察法規集（以下「県編」という。）に登載する訓令の

施行に係る文書については、「県編登載時」と記載すること。 

２ 別表等を規定するときは、附則の後、附則別表、別表、様式、別図、別記、別添の

順とすること。 

３ 様式を規定する場合において、１様式のときは「別記様式」とし、２様式以上のと

きは「様式第１号」「様式第２号」「様式第３号」…と様式番号を付すこと。 

４ □□は、元号を記載すること。 

(2) 一部改正の場合 

 
注 １ 「保存期限」欄は、県編に登載された訓令の一部を改正する訓令の施行に係る文書

については、「県編追録時」と記載すること。 

２ □□は、元号を記載すること。 



(3) 全部改正の場合 

 

注 １ 「保存期限」欄は、県編に登載された訓令の全部を改正する訓令の施行に係る文書

については、「県編追録時」と記載すること。 

２ □□は、元号を記載すること。 

(4) 廃止の場合 

 

注 １ 「保存期限」欄は、県編に登載された訓令を廃止する訓令の施行に係る文書につい

ては、「県編追録時」と記載すること。 

２ □□は、元号を記載すること。 

２ 例規通達甲（乙） 

(1) 新規制定の場合 



 
注 １ 「保存期限」欄は、県編に登載する例規通達甲（乙）の実施に係る文書について

は、「県編登載時」と記載すること。 

２ 宛先については、「各所属長」のほか、「関係所属長」、「庶務担当課長」、「各

警察署長」、「関係警察署長」等の例により記載すること（一部改正及び廃止の場合

について同じ。）。 

３ 発信者名は、例規通達甲については「本部長」、例規通達乙については「○○部

長」又は「サイバーセキュリティ・捜査高度化センター長」の例により記載するこ

と。 

４ 発信者名の下に、担当の所属名、係名及び電話番号（以下「係名等」という。）を

記載すること。 

また、例規通達甲において、複数の係名等を列記するときは、最も関係の深いもの

から記載すること。 

５ 本文は、「である」体を用い、努めて長文を避け、簡明なものとすること。 

６ 見出し符号は、細別の少ないものは、１から用いること。 

７ 別表、様式等を規定する場合は、訓令の例によること。 

８ □□は、元号を記載すること。 

(2) 一部改正の場合 



 

注 １ 「保存期限」欄は、県編に登載する例規通達甲（乙）の一部改正の実施に係る文書

については、「県編追録時」と記載すること。 

２ □□は、元号を記載すること。 

(3) 廃止の場合 

 

注 １ 「保存期限」欄は、県編に登載された例規通達甲（乙）の廃止に係る文書について

は、「県編追録時」と記載すること。 

２ □□は、元号を記載すること。 

３ 一般通達甲 



 

注 １ 例規通達甲（乙）の新規制定の場合の注書の例による。 

２ 件名の右の（  ）内に、当該通達の性格（要計画実施・要報告・要教養・要徹

底・要派遣・要出席・要推薦）を表示すること。 

３ □□は、元号を記載すること。 

４ 一般通達乙 

 

注 １ 一般通達甲の注書の例による。 



２ 本部所属記号、「一般乙」の文字及び文書番号並びに発信者名を列挙するときは、

最も関係の深いものから記載すること。 

３ □□は、元号を記載すること。 

５ 訓示甲 

(1) 条文構成をとる場合 

 

注 １ 処務細則、宿直勤務細則等を制定する場合に用いること。 

２ 条文等の具体的な構成及び改正又は廃止の具体的な要領については、訓令の例によ

る。 

３ □□は、元号を記載すること。 

(2) 条文構成をとらない場合 

 

注 １ 項等の具体的な構成及び改正又は廃止の具体的な要領については、例規通達甲

（乙）の例による。 

２ □□は、元号を記載すること。 

６ 訓示乙 



 

注 □□は、元号を記載すること。 

第３ 一般文書  

１ 報告文書及び連絡文書 

(1) 基本例 

 

注 １ 宛先は、部内については「殿」を、県、市町等については「様」を用いること。 

２ 別に定めのある場合を除き、発信者名の下に、係名等を記載すること。 

３ 件名の右の（  ）内に、文書の性格（報告・申請・上申・副申・申報・復命・伺

い・通知・通報・連絡・照会・回答・依頼・手配・送付・移ちょう・協議）を表示す

ること。 

なお、「通知」はある程度何らかの措置を必要とする場合に、「連絡」は受理した

方が知りおく程度で何ら措置を要しない場合に、それぞれ区分して用いること。 

４ 見出し符号は、細別の少ないものは、１から用いること。 



５ □□は、元号を記載すること。 

(2) 宛先及び発信者の書き方 

ア 部内に発送する場合 

 

注 宛先は、例規通達甲（乙）の新規制定の場合の注書２の例により記載すること。 

 

注 宛先の下の（  ）内に、必要により担当所属名を記載すること。この場合において、

担当所属が複数あるときは、関係の深い所属から記載すること。 

イ 部外に発送する場合 

(ア) 警察庁、管区警察局等に発送する場合 

 

注 １ 分類記号及び保存期限は、記載しないこと。 

２ 発信者名の下には、係名等を記載すること。 

(イ) 警察庁、管区警察局等と部内に発送する場合 

 

(ウ) 県、市町等に発送する場合で職名のみを表示するとき 

 

注 分類記号、保存期限及び係名等は、記載しないこと。 



(エ) 県、市町等に発送する場合で職名及び氏名を表示するとき 

 

注 分類記号、保存期限及び係名等は、記載しないこと。 

２ 資料（表紙） 

 

注 １ 「種類」欄は、「執務資料」、「教養資料」、「会議資料」等資料の種類を記載す

ること。 

２ 「保存期限」欄は、原則として当該資料の保存期限を年月日で記載すること。ただ

し、作成時において当該年月日を定めることができないものについては、「次回更新

時」、「別途通知時」等の例により記載すること。 

３ 書簡文 



 

注 １ 「謹啓」、「拝啓」等の文字の次に１字分あけて本文を書き出す場合は、通常「敬

具」等の結語も本文末行と同じ行に記載すること。 

２ 県外へ発送するものは、差出人名に「兵庫県」を冠すること。 

３ □□は、元号を記載すること。 

第４ 帳票設計基準  

１ 帳票設計上の心構え 

帳票を設計するときは、文書事務の合理化を図るため、努めて扱いやすく、記載しや

すいものとし、かつ、パーソナル・コンピュータ（以下「パソコン」という。）によ

り、容易に作成できるものとする。 

２ 仕様 

(1) 仕様 

ア 寸法 

(ア) 日本産業規格によるＡ列４番を縦長にして用いる。 

(イ) 事務用機械及び器具を使用する場合等で、Ａ列により難い帳票は、当該機械

若しくは器具の規格による寸法又はＢ列とする。 

(ウ) 法令、規程等で、寸法が定められているものは、その寸法とする。 

(エ) 令達文書その他の文書において様式を定めるときは、当該様式の大きさがＡ

列４番のものは記載を要しないが、Ａ列４番以外のものについては当該様式

の下辺右欄外に「（ＪＩＳ Ａ５）」、「（ＪＩＳ Ａ６）」等の例により

大きさを表示するものとする。この場合において、規格外のものは、寸法を

表示するものとする。 

イ 用紙 

(ア) 帳票に用いる用紙は、洋紙とし、原則として更紙、再生紙、上質紙及びアー

ト紙のうちから仕様の目的、形態、印刷方法、複写方法及び複写数、記載方

法、取扱度数及び処理経路、保存期限及び保存方法などを考慮して定める。 

(イ) 用紙は、原則として色紙を用いない。 

(ウ) 事務用機械及び器具を使用する場合等で前記(ア)の用紙により難い帳票

は、当該機械又は器具の規格による用紙とする。 

(エ) 法令等で、用紙が定められているものは、その用紙とする。 

(2) 設計 

ア 書体 



原則として、明朝体を用い、黒色で表すものとし、パソコンによるときは全角

文字で統一する。 

イ 項目及び配列 

(ア) 帳票の上辺右欄外に分類記号及び保存期限を記載できる欄を設ける。 

(イ) 標題は、当該帳票の上辺中央欄外にそれぞれ記載する。 

(ウ) 項目は、枠に入れ、１字目をなるべく縦にそろえる。 

(エ) 項目は、記載する順序に従って配置し、関連のある項目は、ひとまとめにす

る。 

(オ) 記載欄、決裁欄等は、事務処理の進行順に配置する。 

(カ) 他の帳票と照合し、又は他の帳票に転記する必要がある項目は、当該帳票の

項目の配置と合わせる。 

(キ) 決裁欄は、上級職を左に、下級職を右に並べる。ただし、やむを得ない場合

は、左欄外に配置し、上級職を上、下級職を下とすることができる。 

ウ 記載上の注意事項 

(ア) 記載上の注意事項は、下辺にまとめて配置する。 

(イ) 下辺に余白がないときは、上辺若しくは左辺のとじしろの部分に配置し、又

は下辺に「記載上の注意事項裏面」と表示して裏面に配置する。 

(ウ) ほとんど記載されることのない備考欄など不必要な欄は、できるだけ省く。 

(エ) 記載する文字又は語句が定まっており、その種類が少ない場合は、その全部

を印刷し、当該文字又は語句の前部に「○」、又は「レ」等の印を付するよ

うに明示する。 

(オ) 決裁欄の大きさは、15 ミリメートル平方を標準とする。 

(カ) ページは、下辺中央欄外に配置する。 

エ 余白及びとじしろ 

(ア) 余白は、紙の端から 15 ミリメートル以上とする。 

(イ) とじしろは、約 25 ミリメートルとし、原則として左側又は上辺に置く。 

 


